
保介サ第１２６４号 

平成 25年 11月 13日  

介護保険事業者 様 

 

福岡市保健福祉局高齢社会部  

介護サービス課長  

 

 

｢大量調理施設衛生管理マニュアル｣の改正について(通知) 

 

 

 標記の件につきまして，別紙のとおり厚生労働省から通知がありましたので，お知らせ

いたします。下記のとおり本市ホームページに掲載しておりますので，ご確認ください。 

 なお，本マニュアルは同一メニューを１回３００食以上又は１日７５０食以上を提供す

る調理施設に適用されますが，該当しない事業所におかれましても，改正の趣旨を踏まえ

て，衛生管理に努めていただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ ホームページ掲載場所 

  福岡市ホームページトップ画面 ＞ 暮らし・手続き・環境 ＞ 高齢・介護 ＞  

 事業者のみなさまへ ＞ 介護サービス課から高齢者施設へのお知らせ 

  ３ 国の通知等 （３）その他 ２ 大量調理施設衛生管理マニュアルについて      

http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/sesakusuishin/life/kansa-info.html 

 

２ 概要 

  昨シーズン（平成24 年４月～平成25 年３月）に、ノロウイルスによる食中毒が多 

数発生したことに伴い，ノロウイルス食中毒対策として、コーデックスの「食品中のウ

イルスの制御のための食品衛生一般原則の適用に関するガイドライン（CAC/GL 

79-2012）」 等に基づき、指針等の改正について審議され、一部変更されたもの。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

〒８１０－８６２０ 福岡市中央区天神一丁目８番１号 

福岡市保健福祉局 高齢社会部  

介護サービス課 在宅サービス指導係 安部 

ＴＥＬ：７１１－４２５７ ＦＡＸ：７２６－３３２８ 

Ｅ－Ｍａｉｌ：kaigo-shido＠city.fukuoka.lg.jp 

 

 

 



保介サ第１２６４号 

平成 25年 11月 13日  

特別養護老人ホーム   施設長 様 

介護老人保健施設    管理者 様 

介護療養型医療施設   管理者 様 

軽費老人ホーム     施設長 様 

養護老人ホーム     施設長 様 

(介護予防)特定施設    管理者 様 

福岡市保健福祉局高齢社会部  

介護サービス課長  

 

 

｢大量調理施設衛生管理マニュアル｣の改正について(通知) 

 

 

 標記の件につきまして，別紙のとおり厚生労働省から通知がありましたので，お知らせ

いたします。下記のとおり本市ホームページに掲載しておりますので，ご確認ください。  

なお，本マニュアルは同一メニューを１回３００食以上又は１日７５０食以上を提供す

る調理施設に適用されますが，該当しない事業所におかれましても，改正の趣旨を踏まえ

て，衛生管理に努めていただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ ホームページ掲載場所 

  福岡市ホームページトップ画面 ＞ 暮らし・手続き・環境 ＞ 高齢・介護 ＞  

 事業者のみなさまへ ＞ 介護サービス課から高齢者施設へのお知らせ 

  ３ 国の通知等 （３）その他 ２ 大量調理施設衛生管理マニュアルについて      

http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/sesakusuishin/life/kansa-info.html 

 

２ 概要 

  昨シーズン（平成24 年４月～平成25 年３月）に、ノロウイルスによる食中毒が多 

数発生したことに伴い，ノロウイルス食中毒対策として、コーデックスの「食品中のウ

イルスの制御のための食品衛生一般原則の適用に関するガイドライン（CAC/GL 

79-2012） 」等に基づき、指針等の改正について審議され、一部変更されたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目８番１号 

福岡市保健福祉局 高齢社会部 介護サービス課 

施設計画指導係   廣田    

電話：７１１－４２５７ ＦＡＸ：７２６－３３２８ 

E-mail：shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp  



保介サ第１２６４号 

平成 25年 11月 13日  

 

住宅型有料老人ホーム  施設長 様 

 

福岡市保健福祉局高齢社会部  

介護サービス課長  

 

 

｢大量調理施設衛生管理マニュアル｣の改正について(通知) 

 

 

 標記の件につきまして，別紙のとおり厚生労働省から通知がありましたので，お知らせ

いたします。下記のとおり本市ホームページに掲載しておりますので，ご確認ください。 

 なお，本マニュアルは同一メニューを１回３００食以上又は１日７５０食以上を提供す

る調理施設に適用されますが，該当しない事業所におかれましても，改正の趣旨を踏まえ

て，衛生管理に努めていただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ ホームページ掲載場所 

  福岡市ホームページトップ画面 ＞ 暮らし・手続き・環境 ＞ 高齢・介護 ＞  

 事業者のみなさまへ ＞ 介護サービス課から高齢者施設へのお知らせ 

  ３ 国の通知等 （３）その他 ２ 大量調理施設衛生管理マニュアルについて      

http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/sesakusuishin/life/kansa-info.html 

 

２ 概要 

  昨シーズン（平成24 年４月～平成25 年３月）に、ノロウイルスによる食中毒が多 

数発生したことに伴い，ノロウイルス食中毒対策として、コーデックスの「食品中のウ

イルスの制御のための食品衛生一般原則の適用に関するガイドライン（CAC/GL 

79-2012 ）」等に基づき、指針等の改正について審議され、一部変更されたもの。 

 

 

【問い合わせ先】 

〒８１０－８６２０ 福岡市中央区天神一丁目８番１号 

福岡市保健福祉局 高齢社会部  

介護サービス課 指定係 島田 

ＴＥＬ：７１１－４２５７ ＦＡＸ：７２６－３３２８ 

Ｅ－Ｍａｉｌ：shiteikoushin@city.fukuoka.lg.jp 
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